
                                                                 資料３ 

方針に記載する項目（案）と目次の対応表 
 

島根県方針記載項目（案）  ※第６回会議資料より                      目次（案） 
        ※赤字は国のガイドライン記載項目、黒字は県独自項目 

 
１ 部活動の位置付けと意義・効果 

（１）部活動の位置付け 
（２）部活動の意義・効果 

 
２ 望ましい部活動の在り方に関する基本方針 

① 適切な休養日・活動時間の設定 

 ② 活動方針・年間指導計画等の作成 

 ③ 効果的・適切な指導に向けて 

③’研修会の在り方 

④ 体罰・ハラスメント・不祥事等の防止 

⑤ 安全管理（施設・設備・用具等、健康・気候） 

⑥ 未然の事故防止 

⑦ 学校規模に応じた部活動の設置 

⑦’生徒のニーズに応じた部活動の設置 

⑧ 合同チームの取組 

⑨ 複数顧問制による運営 

⑩ 外部指導者（部活動指導員）等の活用  

⑪ 参加する大会等の精選・見直し 

⑫ 保護者の理解と協力 

⑬ 地域における協働・融合 

３ 適切な運営のための体制整備 
  （１）活動方針の策定と年間指導計画・活動実績等の作成 

（２）指導・運営に係る体制の構築 
    ①適正な数の部活動の設置 
    ②複数顧問体制による運営と部活動指導員等の活用 
    ③適切な部活動指導に必要な研修等の実施と参加 
 
４ 合理的でかつ効率的・効果的な活動の推進のための取組 

（１）適切な指導の実施 
  （２）部活動用指導手引の活用 
 
５ 適切な休養日・活動時間の設定 

（１）中学校 
① 学期中の休養日 
② 学期中の活動時間 
③ 長期休業中の休養日・活動時間 

（２）高等学校 
① 学期中の休養日 
② 学期中の活動時間 
③ 長期休業中の休養日・活動時間 

 
６ 生徒のニーズを踏まえた部活動環境の整備 
  （１）生徒のニーズを踏まえた部活動の設置 
  （２）合同部活動等の取組 

（３）保護者の理解と協力・地域との連携等 
 
７ 学校単位で参加する大会等の見直し 


